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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部に開口端を有し、内部に被収容物を収容する略直方体形状の収容部と、
　前記開口端の後側開口縁にヒンジを介して回動可能に連結され、前記開口端を開閉する
蓋部と、を含むパッケージ本体を備えるヒンジリッドパッケージであって、
　前記パッケージ本体の後壁側に設けられ、当該パッケージ本体の後壁側を覆う後壁と、
当該後壁と直交する、上壁、下壁、及び側壁を含むアウタを更に備え、前記アウタの上壁
の奥行は、前記パッケージ本体の蓋部の上壁の奥行よりも短く、前記アウタの下壁の少な
くとも一部は前記パッケージ本体の下壁と接続され、前記アウタの上壁の少なくとも一部
は前記蓋部の上壁と接続される、ヒンジリッドパッケージ。
【請求項２】
　前記アウタの上壁の奥行は、前記パッケージ本体の蓋部の上壁の奥行の略２分の１であ
る、請求項１に記載のヒンジリッドパッケージ。
【請求項３】
　前記アウタの下壁は、前記パッケージの下壁の外面の前方領域に接着される前方側の接
着領域と、前記パッケージの下壁に接着されない後方側の非接着領域を有し、前記接着領
域と前記非接着領域の境界には切り込みが設けられている、請求項１又は２に記載のヒン
ジリッドパッケージ。
【請求項４】
　前記パッケージ本体の前壁側に設けられ、前記収容部と前記蓋部とを跨いで覆い、前記
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蓋部の回動を規制するカバーを更に備える、請求項１から３の何れか１項に記載のヒンジ
リッドパッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒンジリッドパッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、たばこ商品等の被収容物を収容するパッケージ（包装）として、ソフトパック型
パッケージ、ハード型パッケージ等が公知である。ハード型パッケージの１つの形態とし
て、蓋（リッド）を備えたヒンジリッドパッケージ（ヒンジリッドボックスとも言う）が
知られている。この種のヒンジリッドパッケージは、通常、ボックス状の外形を有し、シ
ガレット束を収容する収容部と、収容部の上部に形成される開口端を開閉するための蓋が
、開口端の縁部に沿って設けられるヒンジを介して回動自在に連結されている。
【０００３】
　従来のヒンジリッドパッケージは、蓋（リッド）が確実に閉まらないという課題を有し
ていた。このような課題を解決するものとして、いくつのかのヒンジリッドパッケージが
提案されている。例えば、特許文献１には、内箱部材を前面開放型のケース内に収容する
技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１０－５３３６２８号公報
【特許文献２】特表２００４－５２８０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のヒンジリッドパッケージは、蓋閉まりが弱く、蓋が閉じた状態を保持することが
困難であった。このような課題を解決するものとして、内箱部材を前面開放型のケース内
に収容する技術がある。この従来技術では、ケースの奥行が内箱部材の奥行とほぼ同じに
構成されていた。そのため、ケースの背面に形成された穴部より内箱部材を押し出さなけ
れば蓋を開くことができないため、開け難いことが懸念されていた。
【０００６】
　本発明は、上記の問題に鑑み、ヒンジリッドパッケージの蓋閉まりを向上するとともに
、開けやすいヒンジリッドパッケージを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するため、パッケージ本体をアウタに収容するとともに
、アウタの奥行をパッケージ本体の奥行よりも短くすることとした。
【０００８】
　詳細には、本発明は、上部に開口端を有し、内部に被収容物を収容する略直方体形状の
収容部と、前記開口端の後側開口縁にヒンジを介して回動可能に連結され、前記開口端を
開閉する蓋部と、を含むパッケージ本体を備えるヒンジリッドパッケージであって、前記
パッケージ本体の後壁側に設けられ、当該パッケージ本体の後壁側を覆う後壁と、当該後
壁と直交する、上壁、下壁、及び側壁を含むアウタを更に備え、前記アウタの奥行は前記
パッケージ本体の奥行よりも短く、前記アウタの下壁の少なくとも一部は前記パッケージ
本体の下壁と接続され、前記アウタの上壁の少なくとも一部は前記蓋部の上壁と接続され
る。
【０００９】
　本発明に係るヒンジリッドパッケージは、パッケージ本体の後壁側を覆う後壁と、当該
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後壁と直交する、上壁、下壁、及び側壁を含むアウタを備え、当該アウタ内に収容部と蓋
部を含むパッケージ本体が収容されることで、蓋部が閉じた状態における蓋部の回動を規
制することができる。そのため、ヒンジリッドパッケージの蓋閉まりを向上することがで
きる。また、アウタの奥行がパッケージ本体の奥行よりも短いため、蓋部の回動を規制し
て蓋閉まりを向上するとともに、従来よりも小さい外力で蓋部を開閉することができる。
【００１０】
　アウタの下壁とパッケージ本体の下壁との接続、及びアウタの上壁と蓋部の上壁との接
続は、蓋部を開閉する際、パッケージ本体がアウタから離脱する動作を補助できる構成で
あればよい。パッケージ本体がアウタから離脱する動作を補助できる構成には、ヒンジに
よる接続構成、弾性変形による接続構成が例示される。
【００１１】
　ここで、前記アウタの奥行は、前記パッケージ本体の奥行の略２分の１にすることがで
きる。これにより、蓋閉まりの向上と、開閉の容易性の向上とをバランスよく実現するこ
とができる。
【００１２】
　また、前記アウタの下壁は、前記蓋部の開閉域を広げるための弾性部を介して、前記パ
ッケージ本体の下壁と接続されるようにしてもよい。弾性部をアウタの下壁とパッケージ
本体の下壁とを接続することで、アウタの下壁とパッケージ本体の下壁との接続部分が弾
性変形可能になる。これにより、蓋部を開閉する際のパッケージ本体の移動量を増すこと
ができ、蓋部の開度を増すことができる。
【００１３】
　また、本発明に係るヒンジリッドパッケージは、前記パッケージ本体の前壁側に設けら
れ、前記収容部と前記蓋部とを跨いで覆い、前記蓋部の回動を規制するカバーを更に備え
る構成としてもよい。カバーが収容部と蓋部とを跨いで覆うことで、蓋部が閉じた状態に
おいて蓋部の回動をより規制することができる。そのため、ヒンジリッドパッケージのリ
ッドをより確実に閉めることができる。また、カバーには、収容部や蓋部に加えて更に印
刷を施すことができる。そのため、従来よりも多くの印刷スペースを確保することができ
、消費者へのアピール力を高めることができる。パッケージ本体やカバーの表面には、エ
ンボス加工、ニスを厚く盛り凹凸をつける、静電植毛を施す等の加工を施し、アピール力
をより高めてもよい。なお、本発明に係るヒンジリッドパッケージは、パッケージ本体と
アウタとを備える構成としてもよい。また、本発明に係るヒンジリッドパッケージは、パ
ッケージ本体とカバーとを備える構成としてもよい。更に、本発明に係るヒンジリッドパ
ッケージは、パッケージ本体とカバーとアウタとを備える構成としてもよい。
【００１４】
　ここで、本発明に係るヒンジリッドパッケージは、前記収容部と前記蓋部を跨ぐ直線状
の係合部を備え、前記カバーは、前記係合部と係合する被係合部を有する構成としてもよ
い。
【００１５】
　本発明に係るヒンジリッドパッケージでは、直線状の係合部と被係合部を係合すること
で、蓋部の回動が規制される。すなわち、直線状の係合部は、収容部と蓋部を跨いでいる
。換言すると、直線状の係合部は、収容部と蓋部との双方に渡って設けられている。その
ため、この直線状の係合部に被係合部を係合することで、パッケージ本体とカバーは、係
合部の軸方向における、相対的なスライド運動のみが許容されることになる。その結果、
蓋部の回動が規制される。
【００１６】
　また、前記カバーは、前記パッケージ本体に対してスライド自在としてもよい。スライ
ド自在とすることで、カバーをパッケージ本体から取り外すことなく蓋部を回動すること
ができる。例えば、カバーを、収容部側、又は蓋部側にスライドし、カバーが収容部と蓋
部とを跨いで覆う状態を解除することで、蓋部の回動が規制されている状態が解除される
。その結果、蓋部の回動が可能となる。なお、カバーは、パッケージ本体に対して取り外
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し自在な構成としてもよい。なお、ヒンジリッドパッケージがアウタを備える場合には、
アウタによる蓋部の回動の規制を更に解除する必要がある。
【００１７】
　また、本発明に係るヒンジリッドパッケージは、前記カバーが前記蓋部側にスライドし
た際、当該カバーと前記蓋部が結合する結合部を更に備え、前記カバーと前記蓋部とが結
合し、前記カバーは、前記蓋部とともに回動するようにしてもよい。本発明は、カバーを
ヒンジリッドパッケージの前壁側に設けた場合の一態様である。ヒンジリッドパッケージ
が更に結合部を備えることで、カバーを、蓋部とともに回動することが可能となる。
【００１８】
　また、本発明に係るヒンジリッドパッケージは、前記カバーと前記蓋部との結合を誘導
する、誘導部を更に備える構成としてもよい。これにより、カバーと蓋部との結合をより
円滑に行うことができる。
【００１９】
　ヒンジリッドパッケージの収容部に収容する被収容物は特に限定されるものではないが
、棒状物品の集合体、例えばたばこ商品を被収容物として好適に例示できる。すなわち、
本発明に係る被収容物はたばこ商品であってもよい。なお、たばこ商品とは、例えば紙巻
たばこ（フィルタシガレット、両切たばこ（フィルタ無し））、シガー（葉巻）、シガリ
ロ、スヌース、嗅ぎたばこ、チューイングたばこ、電子たばこ等が例示できる。
【００２０】
　なお、本発明における課題を解決するための手段は、可能な限り組み合わせて採用する
ことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ヒンジリッドパッケージの蓋閉まりを向上するとともに、開けやすい
ヒンジリッドパッケージを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、第一実施形態に係るヒンジリッドパッケージのリッドを閉じた状態の斜
視図を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、第一実施形態に係るヒンジリッドパッケージのリッドを開放した状
態の斜視図を示す（１）。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第一実施形態に係るヒンジリッドパッケージのリッドを開放した状
態の斜視図を示す（２）。
【図３】図３は、第一実施形態に係るヒンジリッドパッケージの分解斜視図を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、第一実施形態に係るブランク（第１ブランク）を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、第一実施形態に係るブランク（第２ブランク）を示す。
【図４Ｃ】図４Ｃは、第一実施形態に係るブランク（第４ブランク）を示す。
【図５Ａ】図５Ａは、第一実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する側面
図を示す（１）。
【図５Ｂ】図５Ｂは、第一実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する側面
図を示す（２）。
【図６】図６は、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージのリッドを閉じた状態の斜
視図を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージのリッドを開放した状
態の斜視図を示す（１）。
【図７Ｂ】図７Ｂは、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージのリッドを開放した状
態の斜視図を示す（２）。
【図８】図８は、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージの分解斜視図を示す。
【図９Ａ】図９Ａは、第二実施形態に係るブランク（第１ブランク）を示す。
【図９Ｂ】図９Ｂは、第二実施形態に係るブランク（第２ブランク）を示す。
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【図９Ｃ】図９Ｃは、第二実施形態に係るブランク（第４ブランク）を示す。
【図１０Ａ】図１０Ａは、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する
側面図を示す（１）。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する
側面図を示す（２）。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する
側面図を示す（３）。
【図１１】図１１は、参考例１に係るヒンジリッドパッケージのリッドを閉じた状態の斜
視図を示す。
【図１２】図１２は、参考例１に係るヒンジリッドパッケージのリッドを開放した状態の
斜視図を示す。
【図１３】図１３は、参考例１に係るヒンジリッドパッケージにおいて、カバーがパッケ
ージから取り外され、リッドが開放された状態の斜視図を示す。
【図１４Ａ】図１４Ａは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの斜視図を示す。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの断面図を示す。
【図１５Ａ】図１５Ａは、参考例１に係るブランク（第１ブランク）を示す。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、参考例１に係るブランク（第２ブランク）を示す。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、参考例１に係るブランク（第３ブランク）を示す。
【図１６Ａ】図１６Ａは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する斜視
図を示す（１）。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する斜視
図を示す（２）。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する斜視
図を示す（３）。
【図１７Ａ】図１７Ａは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する断面
図（１）を示す。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する断面
図（２）を示す。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する断面
図（３）を示す。
【図１７Ｄ】図１７Ｄは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する断面
図（４）を示す。
【図１７Ｅ】図１７Ｅは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する断面
図（５）を示す。
【図１８】図１８は、参考例２に係るヒンジリッドパッケージの斜視図を示す。
【図１９Ａ】図１９Ａは、参考例２に係るブランク（第１ブランク）を示す。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、参考例２に係るブランク（第３ブランク）を示す。
【図２０Ａ】図２０Ａは、参考例２に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する断面
図を示す（１）。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、参考例２に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する断面
図を示す（２）。
【図２０Ｃ】図２０Ｃは、参考例２に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する断面
図を示す（３）。
【図２１】図２１は、第三実施形態に係るヒンジリッドパッケージのリッドを閉じた状態
の斜視図を示す。
【図２２】図２２は、第三実施形態に係るヒンジリッドパッケージのリッドを開放した状
態の斜視図を示す。
【図２３】図２３は、第三実施形態に係るヒンジリッドパッケージにおいて、カバー及び
アウタがパッケージから取り外され、リッドが開放された状態の斜視図を示す。
【図２４Ａ】図２４Ａは、第三実施形態に係るブランク（第１ブランク）を示す。
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【図２４Ｂ】図２４Ｂは、第三実施形態に係るブランク（第２ブランク）を示す。
【図２４Ｃ】図２４Ｃは、第三実施形態に係るブランク（第３ブランク）を示す。
【図２４Ｄ】図２４Ｄは、第三実施形態に係るブランク（第４ブランク）を示す。
【図２５Ａ】図２５Ａは、第三実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する
断面図を示す（１）。
【図２５Ｂ】図２５Ｂは、第三実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する
断面図を示す（２）。
【図２５Ｃ】図２５Ｃは、第三実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する
断面図を示す（３）。
【図２５Ｄ】図２５Ｄは、第三実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する
断面図を示す（４）。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、本発明に係るヒンジリッドパッケージの実施形態について、図面に基づいて説明
する。本発明が適用されるヒンジリッドパッケージに収容する被収容物は特定のものに限
定されないが、ここでは、フィルタシガレットや両切シガレット等のたばこ商品をパッケ
ージに収容する場合を例に説明する。また、本実施形態に記載されている構成要素の、材
質、形状、その相対配置等は、特に特定的な記載がない限りは、発明の技術的範囲をそれ
らのみに限定する趣旨のものではない。
【００２４】
　＜第一実施形態＞
　（構成）
　図１は、第一実施形態に係るヒンジリッドパッケージ（以下、単に“パッケージ”とい
う）１０１のリッド３を閉じた状態の斜視図を示す。図２Ａ、図２Ｂは、パッケージ１０
１のリッド３を開放した状態の斜視図を示す。図３は、パッケージ１０１の分解斜視図を
示す。パッケージ１０１は、略直方体形状を有する所謂ヒンジ蓋付きボックス型パッケー
ジである。パッケージ１０１は、収容部としてのアウタボックス２１と、アウタボックス
２１に第１ヒンジ６を介して回動自在に連結される蓋部材としてのリッド３を含むパッケ
ージ本体２と、パッケージ本体２の後壁側に設けられたアウタ７を含んで構成されている
。以下、本明細書では、特に言及する場合を除いて、パッケージ１０１の正面側を“前方
”と定義し、背面側を“後方”と定義する。また、パッケージ１０１のリッド側を“上方
”と定義し、反対側（パッケージの底側）を“下方”と定義する。第一実施形態に係るパ
ッケージ１０１は、例えば紙材、又は樹脂によって構成することができるが、これには限
定されない。
【００２５】
　アウタボックス２１は、直方体形状の上端側が斜めに切り欠かれた形状を有する箱体で
ある。アウタボックス２１は、前壁２３、後壁２４、側壁２５、下壁２６を有する。前壁
２３及び後壁２４は夫々長方形であり、後壁２４は前壁２３に比べて高さ寸法が長尺の長
方形であり、前壁２３と対向している。一組の側壁２５は、前壁２３及び後壁２４の両側
縁と連結され、長方形の上端が斜辺となった台形状である。すなわち、側壁２５の上端縁
２５１は、前壁２３の上端と後壁２４の上端とを結ぶように傾斜している。下壁２６は、
長方形であり、前壁２３及び後壁２４の下端に連結されている。
【００２６】
　また、アウタボックス２１の後壁２４の上端には第１ヒンジ６が形成されている。この
第１ヒンジ６は、各側壁２５の上端縁２５１の後部間に亘って延伸し、後壁２４とリッド
３とを相互に回動自在に連結している。以上のように構成されるアウタボックス２１は、
その上端に開口端２１１を備えている。そして、この開口端２１１の後側縁に、第１ヒン
ジ６を介してリッド３が、回動（旋回）自在に接合（連結）されている。
【００２７】
　インナフレーム２２は、略Ｕ字形状の前面フレーム２８と、この前面フレーム２８の両
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側縁に連結された側面フレーム２９とを有する。インナフレーム２２は、アウタボックス
２１の上部の開口端２１１から部分的に上方へ突出した状態で、アウタボックス２１の内
面、具体的には、前壁２３及び側壁２５の内面に接着されている。インナフレーム２２は
、アウタボックス２１の開口端２１１を補強するとともに、リッド３の開閉を案内するガ
イドとしても機能する。
【００２８】
　前面フレーム２８は、図２Ａ、図２Ｂに示すように略長方形の切欠き凹部２８ａを有す
る。切欠き凹部２８ａは、インナフレーム２２の前面を大きく開き、たばこ商品（被収容
物）の取り出しを容易にしている。
【００２９】
　なお、インナフレーム２２は、パッケージ１０１を構成する上で必須の部材ではない。
すなわち、インナフレーム２２を省略し、パッケージ１０１は、より簡易な構成としても
よい。また、第一実施形態では、インナフレーム２２を、アウタボックス２１とは別部材
としてアウタボックス２１の内面に接着しているが、これらを同一のブランク（材）で形
成してもよい。また、アウタボックス２１の前壁２３の上端を、切欠き凹部２８ａと同様
な形状とすることで、インナフレーム２２を省略してもよい。
【００３０】
　リッド３は、第１ヒンジ６に連結されている長方形の後壁３１と、後壁３１に直交する
ように連結されている長方形の上壁３２と、上壁３２に直交するように連結されている長
方形の前壁３３と、一組の側壁３４とを有している。リッド３の一組の側壁３４は、夫々
台形状であり、後壁３１、上壁３２及び前壁３３の各側縁と連結されている。上記のよう
にリッド３は第１ヒンジ６を中心に回動自在であり、リッド３が閉じた際に、その側壁３
４の斜辺すなわち側壁３４の傾斜下端縁が、アウタボックス２１における側壁２５の上端
縁２５１と互いに合致する。
【００３１】
　アウタ７は、後壁７４、側壁７３、上壁７２、下壁７１を有する。アウタ７の後壁７４
は長方形であり、パッケージ本体２の後壁側の面積（アウタボックス２１の後壁２４の面
積とリッド３の後壁３１の面積とを足した面積）と凡そ同じ面積を有している。そのため
、アウタ７は、アウタボックス２１の後壁２４及びリッド３の後壁３１の全面を覆う。ア
ウタ７の側壁７３は、後方側の縁がアウタ７の後壁７４の両側縁と連結され、上下方向の
縁がアウタ７の上壁７２及び下壁７１の夫々の両側縁と連結している。アウタ７の一組の
側壁７３は、長方形であり、互いに対向しており、アウタ７の後壁７４と一組のアウタ７
の側壁７３は直交している。第一実施形態では、アウタ７の側壁７３の奥行（短手方向の
長さ）が、パッケージ本体２の奥行の約２分の１に設計されている。なお、アウタ７の側
壁７３の奥行の寸法は、上記に限定されるものではない。例えば、アウタ７の側壁７３の
奥行の寸法は、パッケージ本体２の奥行の寸法の約４分の１から３分の１でも本発明の目
的は達成できる。但し、アウタ７の側壁７３の奥行の寸法は、特にパッケージ本体２の奥
行の約２分の１とすることでリッド３の開け易さの向上と、蓋閉まりの向上をバランスよ
く実現できる。また、例えば、リッド３側の奥行をパッケージ本体２の奥行の約２分の１
とし、下壁２６側に向けて奥行を徐々に短くしてもよい。アウタ７の側壁７３の高さ（長
手方向の長さ）は、パッケージ本体２の高さよりも僅かに大きく設計され、アウタ７内に
パッケージ本体２を収容できるようになっている。
【００３２】
　アウタ７の上壁７２は、前方側の領域７２２と後方側の領域７２１とによって構成され
ており、アウタ７の後壁７４及び側壁７３と直交している。アウタ７の上壁７２の奥行は
、前方側の領域７２２が内側に折り返されることで、パッケージ本体２の奥行の約２分の
１に設計されている。後方側の領域７２１は、長方形であり、リッド３の上壁３２の約２
分の１の面積を有している。また、前方側の領域７２２も長方形であり、後方側の領域７
２１と同じく、リッド３の上壁３２の約２分の１の面積を有している。前方側の領域７２
２は、内側に折り返され、リッド３の上壁３２の後方側の領域に接続される。アウタ７の
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上壁７２と後方側領域７２１との境界、換言すると前方側の領域７２２と後方側の領域７
２１との境界にある折り目は、リッド３を開放する際の第２ヒンジ６１として機能する。
【００３３】
　アウタ７の下壁７１も長方形であり、アウタ７の後壁７４及び側壁７３と直交している
。アウタ７の下壁７１の奥行は、パッケージ本体２の奥行とほぼ同様に設計されている。
また、アウタ７の下壁７２は、前方側の領域７１２と後方側の領域７１１とを備え、各領
域７１１，７１２の奥行は夫々パッケージ本体２の奥行の約２分の１に設計されている。
前方側の領域７１２の内面が接着領域であり、アウタボックス２１の下壁２６の外面の前
方側に接着される。そして、前方側の領域７１２と後方側の領域７１１との境界が、リッ
ド３を開放する際の第３ヒンジ６２として機能する。
【００３４】
　（ブランク）
　第一実施形態において、パッケージ１０１は、アウタボックス２１及びリッド３を成形
する第１ブランクＢ１と、インナフレーム２２を成形する第２ブランクＢ２と、アウタ７
を成形する第４ブランクＢ４の各所を折り込み、接合することで成形することができる。
図４Ａは、第１ブランクＢ１を示し、図４Ｂは、第２ブランクＢ２を示し、図４Ｃは、第
４ブランクＢ４を示す。第１ブランクＢ１，第２ブランクＢ２，第４ブランクＢ４にはカ
ード紙、マニラボール紙等の紙材、又はプラスチックシートなどの樹脂を用いることがで
きるが、これらに限定されるものではない。また、ブランクの説明では、図の上下方向を
基準に説明する。
【００３５】
　図４Ａに示すように、第１ブランクＢ１は、アウタボックス２１となるアウタボックス
区域Ｒ１、リッド３となる蓋区域Ｒ２を有している。アウタボックス区域Ｒ１は、アウタ
ボックス２１の前壁２３となる前壁パネルＰ１を有しており、前壁パネルＰ１の両側縁に
は、アウタボックス２１の側壁２５となる側壁パネルＰ２,Ｐ２が連なっている。
【００３６】
　また、前壁パネルＰ１の上縁（図４Ａにおける上縁）には、アウタボックス２１の下壁
２６となる下壁（底板）パネルＰ３が連なっている。下壁パネルＰ３には、前壁パネルＰ
１とは反対側に位置してアウタボックス２１の後壁２４となる後壁パネルＰ４が連なって
いる。この後壁パネルＰ４の両側縁には、側壁パネルＰ２に対するインナサイドフラップ
Ｐ５,Ｐ５が連なっている。更に、各インナサイドフラップＰ５の下縁には、インナボト
ムフラップＰ６が連なっており、これらインナボトムフラップＰ６は下壁パネルＰ３に重
ね合わされ、アウタボックス２１の下壁２６の補強をなす。
【００３７】
　蓋区域Ｒ２は、リッド３の後壁３１となる後壁パネルＰ７を有しており、後壁パネルＰ
７の下縁は、第１ヒンジ６となる第１ヒンジラインＬ１を介してアウタボックス区域Ｒ１
の後壁パネルＰ４と連結されている。また、蓋区域Ｒ２の後壁パネルＰ７の上縁には、リ
ッド３の上壁３２となる上壁パネルＰ８が連なっている。また、後壁パネルＰ７の両側縁
には、リッド３の側壁３４の一部となるインナサイドフラップＰ９が夫々連なっている。
そして、各インナサイドフラップＰ９の上縁には、インナトップフラップＰ１０が連なっ
ており、これらインナトップフラップＰ１０は上壁パネルＰ８に重ね合わされ、上壁３２
の補強をなす。
【００３８】
　更に、上壁パネルＰ８の上縁には、後壁パネルＰ７とは反対側に位置してリッド３の前
壁３３となる前壁パネルＰ１１が連なっている。前壁パネルＰ１１の上縁には、前壁補強
パネルＰ１１－１が更に連なっている。前壁補強パネルＰ１１－１が内側に折り返され、
前壁パネルＰ１１に重ねあわされ、接着されることで、リッド３の前壁３３の補強をなす
。また、前壁パネルＰ１１の両側縁には、リッド３における側壁３４となる側壁パネルＰ
１２が夫々連なっている。上述したインナサイドフラップＰ９は、側壁パネルＰ１３に重
ね合わされ、接着されることで、側壁３４の補強をなす。
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【００３９】
　図４Ｂに示すように、第２ブランクＢ２は、インナフレーム２２の前面フレーム２８と
なる前面パネルＰ１３を有し、前面パネルＰ１３の両側縁には、インナフレーム２２の側
面フレーム２９となる側面フラップＰ１４が夫々連なっている。
【００４０】
　図４Ｃに示すように、第４ブランクＢ４は、アウタ７の後壁７４となる後壁パネルＰ２
１を有しており、後壁パネルＰ２１の下縁には、アウタ７の下壁７１となる下壁パネルＰ
２２が連なっている。また、後壁パネルＰ２１の上縁には、前方側の領域７２２と後方側
の領域７２１を含むアウタ７の上壁７２となる上壁パネルＰ２５が連なっている。後壁パ
ネルＰ２１の両側縁には、アウタ７の側壁７３となる側壁パネルＰ２３，Ｐ２３が夫々連
なっている。側壁パネルＰ２３，Ｐ２３の下縁には、インナボトムフラップＰ２４が夫々
連なっており、これらのインナボトムフラップＰ２４は下壁パネルＰ２２に重ね合わされ
、接着されることで、下壁７１の補強をなす。また、側壁パネルＰ２３，Ｐ２３の上縁に
は、インナトップフラップＰ２６が夫々連なっており、これらのインナトップフラップＰ
２６は上壁パネルＰ２５に重ね合わされ、接着されることで、上壁７２の補強をなす。
【００４１】
　上述した第１ブランクＢ１、第２ブランクＢ２、及び第４ブランクＢ４は、図４Ａ、図
４Ｂ、図４Ｃ中破線で示した折り込み線で夫々折り込まれる。その結果、図１から図３に
示すようなアウタボックス２１とリッド３を含むパッケージ本体２、及びアウタ７が夫々
成形される。第１ブランクＢ１のアウタボックス区域Ｒ１においては、各折り込み線で折
り込まれ、インナボトムフラップＰ６が下壁パネルＰ３に重ねられ、インナサイドフラッ
プＰ５が側壁パネルＰ２に接着されることで、パッケージ本体２のアウタボックス２１が
成形される。そして、アウタボックス区域Ｒ１の前壁パネルＰ１に対して、第２ブランク
Ｂ２の前面パネルＰ１３が接着されることで、アウタボックス２１及びインナフレーム２
２が一体となったパッケージ本体２が成形される。
【００４２】
　一方、第１ブランクＢ１の蓋区域Ｒ２においては、各折り込み線で折り込まれ、側壁パ
ネルＰ１２がインナサイドフラップＰ９に接着され、インナトップフラップＰ１０が上壁
パネルＰ８に重ねられることで、リッド３が成形される。
【００４３】
　第４ブランクＢ４についても、折り込み線で夫々折り込まれて、インナボトムフラップ
Ｐ２４は下壁パネルＰ２２に重ね合わされて接着され、インナトップフラップＰ２６が上
壁パネルＰ２５に重ね合わされて接着されることで、アウタ７が成型される。
【００４４】
　（開閉動作）
　次に、パッケージ１０１におけるリッド３の開閉動作について説明する。以下に説明す
る動作は、使用者が適宜外力を加えることで行われる。図５Ａ、図５Ｂは、第一実施形態
に係るヒンジリッドパッケージの動作を説明する側面図を示す。
【００４５】
　パッケージ１０１は、リッド３が閉じられた状態では、アウタ７とパッケージ１０１が
接しており、アウタ７がパッケージ１０１の後方側を覆っている（図５Ａ参照）。パッケ
ージ１０１に収容されているシガレットを取り出す必要が無い場合は、通常、パッケージ
１０１は、図５Ａに示す状態である。この状態では、アウタ７がパッケージ１０１の後方
側を覆い、アウタ７の一組の側壁７３，７３、上壁７２、下壁７１でパッケージ本体２の
周囲が覆われている。特に、アウタ７の上壁７２と下壁７１によって、リッド３を開く際
に必要となる上下方向（図５Ａでは、左右方向）の動きが規制されている。従って、第一
実施形態に係るパッケージ１０１では、リッド３の開閉が規制される。
【００４６】
　パッケージ１０１に収容されているシガレットを取り出す場合、パッケージ本体２に対
して前方（図５Ａでは、上方）への外力が加えられることで、アウタ７によるリッド３の
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回動の規制が解除される（図５Ｂ参照）。具体的には、パッケージ本体２に対して前方へ
の外力が加えられると、パッケージ本体２が前方に徐々に移動し、アウタ７の上壁７２及
び下壁７１によるパッケージ本体２の上下方向の移動を規制する力が徐々に弱まる。そし
て、パッケージ本体２に対する前方へ加えられる外力が、アウタ７の上壁７２及び下壁７
１によるパッケージ本体２の上下方向の移動を規制する力を上回ると、リッド３が第１ヒ
ンジ６を軸として回動する。ここで、リッド３の上壁３２の後方側はアウタ７の上壁７２
の後方側の領域７２２と接着されているが、リッド３の上壁３２の前方側は接着されてい
ない。そのため、リッド３が第１ヒンジ６を軸として回動すると、アウタ７の上壁７２の
後方側の領域７２２との境界（前方側の領域７２２と後方側の領域７２１との境界）に存
在する第２ヒンジ６１を軸としてリッド３の回動が許容される。また、アウタボックス２
１の下壁２６の前方側がアウタ７の下壁７１の前方側の領域７１２と接着されているが、
アウタボックス２１の下壁２６の後方側は接着されていない。そのため、リッド３が第１
ヒンジ６を軸として回動すると、前方側の領域７１２と後方側の領域７１１との境界に存
在する第３ヒンジ６２を軸としてアウタボックス２１の回動が許容される。その結果、ア
ウタ７と接していたパッケージ本体２がアウタ７から離れ、アウタ７の上壁７２と下壁７
１によって規制されていたリッド３を開く際に必要となる上下方向の動きの規制が解除さ
れる。これにより、リッド３の開閉が可能となる。
【００４７】
　（効果）
　第一実施形態に係るパッケージ１０１は、アウタ７がパッケージ１０１の後方側を覆い
、アウタ７の一組の側壁７３，７３、上壁７２、下壁７１でパッケージ本体２の周囲が覆
われている。特に、アウタ７の上壁７２と下壁７１によって、リッド３を開く際に必要と
なる上下方向の動きが規制されている。そのため、リッド３の回動を規制することができ
、パッケージ１０１のリッド３をより確実に閉めることができる。また、アウタ７の奥行
がパッケージ本体２とリッド３の奥行の約２分の１であるため、外力を加えると、アウタ
７の上壁７２と下壁７１によって規制されていたリッド３を開く際に必要となる上下方向
の動きの規制を従来よりも容易に解除することができる。すなわち、蓋閉まりを向上する
とともに、従来よりも小さい外力で蓋部を開閉することができる。
【００４８】
　＜第二実施形態＞
　（構成）
　図６は、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージ１０２のリッド３を閉じた状態の
斜視図を示す。図７Ａ、図７Ｂは、パッケージ１０２のリッド３を開放した状態の斜視図
を示す。図８は、パッケージ１０２の分解斜視図を示す。第二実施形態に係るパッケージ
１０２は、アウタ７ａとパッケージ本体２との接続構造が第一実施形態と異なる。なお、
第一実施形態に係るパッケージ１０１と同様の構成については同一符号を付し、説明は割
愛する。
【００４９】
　第二実施形態に係るパッケージ１０２は、第一実施形態と同様に、アウタ７ａの上壁７
２が、前方側の領域７２２と後方側の領域７２１を備える。但し、第二実施形態に係るパ
ッケージ１０２では、前方側の領域７２２が内側に折り返されずに、リッド３の上壁３２
の前方側の領域に接続されている。なお、第一実施形態と同様に、前方側の領域７２２と
後方側の領域７２１との境界は、リッド３を開放する際の第２ヒンジ６１として機能する
。
【００５０】
　また、第二実施形態に係るパッケージ１０２では、アウタ７ａの下壁７１ａが、前方側
の領域７１２ａと後方側の領域７１１ａとを備え、各領域７１２ａ，７１１ａの奥行は夫
々パッケージ本体２の奥行の約２分の１に設計されている。また、アウタ７ａの下壁７１
ａは、前方側の領域７１２ａと後方側の領域７１１ａとの境界に切り込み７１４が形成さ
れている。この切り込み７１４は、中央から両側縁の手前まで直線状に伸び、切り込み７
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１４の両端部には、逆Ｕ字状のＵ字切り込みが設けられている。換言すると、後方側の領
域７１１ａの前方側の縁の両端部には、前方側に突出した小フラップ７１３が夫々設けら
れている。そして、前方側の領域７１２ａ、かつ、小フラップ７１３よりも内側の内面が
接着領域であり、この接着領域がアウタボックス２１の下壁２６の外面の前方側に接着さ
れている。
【００５１】
　第二実施形態に係るパッケージ１０２では、切り込み７１４及び小フラップ７１３を備
えることで、アウタ７ａの下壁７１ａの弾性変形が可能となる。換言すると、アウタ７ａ
の下壁７１ａに弾性機能を持たせることができる。具体的には、前方側の領域７１２と後
方側の領域７１１との境界を単に直線状の折り目としてヒンジとして機能させ、前方側の
領域７１２の内面の全てをアウタボックス２１の下壁２６の前方側に接着する第一実施形
態と比較して、パッケージ本体２の上方側への移動量を増やすことができる。その結果、
リッド３の開度を増すことができる。
【００５２】
　（ブランク）
　図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃは、第二実施形態に係る各ブランクを示す。第１ブランクＢ１
（図９Ａ参照）、及び第２ブランクＢ２（図９Ｂ参照）は、第一実施形態と同様である。
第二実施形態に係る第４ブランクＢ４’ （図９Ｃ参照）は、下壁パネルＰ２２’に切り
込み７１４、及び小フラップ７１３が設けられている点で第一実施形態と異なる。
【００５３】
　（開閉動作）
　次に、第二実施形態に係るパッケージ１０２のリッド３の開閉動作について説明する。
図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃは、第二実施形態に係るヒンジリッドパッケージの動作を
説明する側面図を示す。
【００５４】
　パッケージ１０２は、リッド３が閉じられた状態では、パッケージ１０２の後方側にお
いて、アウタ７ａとパッケージ本体２とが接しており、アウタ７ａがパッケージ本体２の
後方側を覆っている（図１０Ａ参照）。リッド３が閉じられた状態は、第一実施形態と同
様であり、アウタ７ａがパッケージ本体２の後方側を覆い、アウタ７ａの一組の側壁７３
，７３、上壁７２、下壁７１ａでパッケージ本体２の周囲が覆われている。特に、アウタ
７ａの上壁７２と下壁７１ａによって、リッド３を開く際に必要となる上下方向の動きが
規制されている。従って、第二実施形態に係るパッケージ１０２では、リッド３の開閉が
規制される。
【００５５】
　パッケージ１０２に収容されているシガレットを取り出す場合、パッケージ本体２に対
して前方（図１０Ａでは、上方）への外力が加えられることで、アウタ７ａによるリッド
３の回動の規制が解除される（図１０Ｂ参照）。図１０Ｂに示す状態も基本的には、第一
実施形態と同様であり、パッケージ本体２に対して前方への外力が加えられると、パッケ
ージ本体２が前方に徐々に移動し、アウタ７ａの上壁７２及び下壁７１ａによるパッケー
ジ本体２の上下方向の移動を規制する力が徐々に弱まる。そして、パッケージ本体２の前
方へ加えられる外力が、アウタ７ａの上壁７２及び下壁７１ａによるパッケージ本体２の
上下方向の移動を規制する力を上回ると、リッド３が第１ヒンジ６を軸として回動する。
ここで、リッド３の上壁３２の前方側はアウタ７ａの上壁７２の前方側の領域７２２と接
着されているが、リッド３の上壁３２の後方側の領域７２１は接着されていない。そのた
め、リッド３が第１ヒンジ６を軸として回動すると、前方側の領域７２２と後方側の領域
７２１との境界に存在する第２ヒンジ６１を軸としてリッド３の回動が許容される。また
、アウタボックス２１の下壁２６の前方側、かつ小フラップ７１３の内側の領域はアウタ
７ａの下壁７１ａの前方側の領域７１２ａと接着されているが、小フラップ７１３の外側
の領域及びアウタボックス２１の下壁２６の後方側は接着されていない。そのため、アウ
タボックス２１の下壁２６が弾性変形する。具体的には、リッド３が第１ヒンジ６を軸と
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して回動すると、前方側の領域７１２ａと後方側の領域７１１ａとの境界がヒンジ６２と
して機能するとともに、小フラップ７１３の外側に位置する、アウタ７ａの下壁７１の前
方側の領域７１２ａと後方側の領域７１１ａとの接続部分が撓み、アウタ７ａの下壁７１
ａが弾性変形する。これにより、前方側の領域７１２と後方側の領域７１１との境界を単
に直線状の折り目とし、前方側の領域７１２の内面の全てをアウタボックス２１の下壁２
６の前方側に接着する第一実施形態と比較して、パッケージ本体２及びリッド３の上方側
への移動量を増やすことができる（図１０Ｃ参照）。その結果、リッド３の開度を増すこ
とができる。
【００５６】
　（効果）
　第二実施形態に係るパッケージ１０２は、アウタ７ａがパッケージ１０２の後方側を覆
い、アウタ７ａの一組の側壁７３，７３、上壁７２、下壁７１ａでパッケージ本体２の周
囲が覆われている。特に、アウタ７ａの上壁７２と下壁７１ａによって、リッド３を開く
際に必要となる上下方向の動きが規制されている。そのため、リッド３の回動を規制する
ことができ、パッケージ１０２のリッド３をより確実に閉めることができる。また、アウ
タ７ａの奥行がパッケージ本体２の奥行の約２分の１であるため、外力を加えると、アウ
タ７の上壁７２と下壁７１ａによって規制されていたリッド３を開く際に必要となる上下
方向の動きの規制を従来よりも容易に解除することができる。すなわち、蓋閉まりを向上
するとともに、従来よりも小さい外力で蓋部を開閉することができる。更に、アウタ７ａ
の下壁７１ａが弾性変形するため、前方側の領域７１２と後方側の領域７１１との境界を
単に直線状の折り目とし、前方側の領域７１２の内面の全てをアウタボックス２１の下壁
２６の前方側に接着する第一実施形態と比較して、パッケージ本体２の上方側への移動量
を増やすことができる。その結果、リッド３の開度を増すことができる。
【００５７】
　＜参考例１＞
　（構成）
　参考例１に係るヒンジリッドパッケージ１０３は、アウタボックス２１ａとリッド３ａ
とを含むパッケージ本体２ａと、カバー４とを含んで構成されている。なお、第一実施形
態及び第二実施形態と同様の構成については同一符号を付し、説明は割愛する。
【００５８】
　図１１は、リッド３ａが閉じられたパッケージ１０３を正面側の右斜め上方から眺めた
状態を示す。図１２は、カバー４が結合されたリッド３ａが開放されたパッケージ１０３
を正面側の右斜め上方から眺めた状態を示す。図１３は、カバー４がパッケージ１０３か
ら取り外され、リッド３ａが開放されたパッケージ１０３を正面側の右斜め上方から眺め
た状態を示す。なお、図１３は、説明の便宜上、カバー４とパッケージ１０３とを取り外
した状態を示す。但し、図１２に示すように、通常、カバー４とパッケージ１０３は、結
合されて使用される。図１４Ａは、参考例１に係るヒンジリッドパッケージの斜視図を示
し、図１４Ｂは、図１４Ａのｂ―ｂ断面図を示す。
【００５９】
　参考例１に係るパッケージ１０３は、パッケージ本体２ａに更に複数のフラップ５が設
けられている点で、第一実施形態や第二実施形態に係るパッケージ１０１，１０２と構成
が異なる。具体的には、参考例１に係るアウタボックス２１ａは、アウタボックス２１ａ
の前壁２３と側壁２５とのコーナー部分、及びリッド３ａの前壁３３と側壁３４のコーナ
ー部分に、本発明の係合部に相当するフラップ５が複数設けられている。参考例１では、
アウタボックス２１ａ側の複数のフラップ５は、何れも同じ寸法の長方形であり、アウタ
ボックス２１ａの前壁２３と同一面上に、アウタボックス２１ａの前壁２３の両側縁から
突出するように等間隔で配置されている。また、リッド３ａ側の複数のフラップ５も、何
れも同じ寸法の長方形であり、リッド３ａの前壁３３と同一面上に、リッド３aの前壁３
３の両側縁から突出するように等間隔で配置されている。そして、アウタボックス２１ａ
側の複数のフラップ５とリッド３ａ側の複数のフラップ５は、リッド３ａが閉じた状態に
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おいて、同一直線状に位置する。
【００６０】
　参考例１に係るパッケージ１０３は、パッケージ本体２ａの前方側に設けられるカバー
４を備えている。カバー４は、リッド３ａが閉じた状態において、アウタボックス２１ａ
の前壁２３及びリッド３ａの前壁３３の全面を覆う。
【００６１】
　カバー４は、前壁４１、側壁４２，４２、上壁４３を有する。カバー４の前壁４１は長
方形であり、アウタボックス２１ａの前壁２３の面積とリッド３ａの前壁３３の面積の和
と凡そ同じ面積を有している。そのため、カバー４は、リッド３ａが閉じた状態において
、アウタボックス２１ａの前壁２３及びリッド３ａの前壁３３の全面を覆うことができる
。カバー４の側壁４２は、前側縁がカバー４の前壁４１の両側縁及びカバー４の上壁４３
の前側縁と連結している。カバー４の一組の側壁４２は、長方形であり、互いに対向して
おり、カバー４の前壁４１とカバー４の一組の側壁４２は直交している。参考例１では、
カバー４の側壁４２の奥行（短手方向の長さ）が、パッケージ本体２ａの奥行の約２分の
１に設計されている。カバー４の側壁４２の高さ（長手方向の長さ）は、パッケージ本体
２ａの高さよりも僅かに大きく設計されている。カバー４の上壁４３は、長方形であり、
カバー４の前壁４１及び側壁４２と直交している。カバー４の上壁４３の奥行は、パッケ
ージ本体２ａの奥行の約２分の１に設計され、カバー４の上壁４３の幅は、パッケージ本
体２ａの幅よりも僅かに大きく設計されている。
【００６２】
　また、カバー４の両側壁４２の内側の前壁４１側には、本発明の被係合部に相当する段
差４４が設けられている（図１３、図１４Ｂ参照）。参考例１に係る段差４４は、カバー
４の側壁４２の素材の厚さを利用して形成されている。具体的には、カバー４の側壁４２
は、素材が折り返されることで２重構造であり、カバー４の前壁４１側の一部を１重構造
とすることで、段差４４が形成されている。この段差４４には、先に説明した複数のフラ
ップ５が係合する。段差４４に複数のフラップ５が係合することで、カバー４は、パッケ
ージ１０３の前側面に沿って、上下方向の移動のみが許容される。
【００６３】
　また、図１３に示すように、カバー４の前壁４１の下端縁には、前壁４１から延出し、
前壁４１の下端縁で折り返された長方形の舌部４５が設けられている。舌部４５は、前壁
４１と連結されている縁と反対側の縁（以下、開放縁４５１とする）の両角部がＲ状であ
り、この開放縁４５１の中央には、リッド３ａに設けられた結合穴３５に結合する小舌部
４６が設けられている。なお、図１３は、説明の便宜上、舌部４５及び小舌部４６がカバ
ー４の前壁４１から離れた状態を示す。但し、通常の使用では、舌部４５は内側に折り返
され、舌部４５及び小舌部４６はカバー４の前壁４１の内面に接している。
【００６４】
　（ブランク）
　参考例１に係るパッケージ１０３は、アウタボックス２１ａ及びリッド３ａを成形する
第１ブランクＢ１’と、インナフレーム２２を成形する第２ブランクＢ２と、カバー４を
成形する第３ブランクＢ３の各所を折り込み、接合することで成形することができる。図
１５Ａは、第１ブランクＢ１’を示し、図１５Ｂは、第２ブランクＢ２を示し、図１５Ｃ
は、第３ブランクＢ３を示す。第１ブランクＢ１’、第２ブランクＢ２、第３ブランクＢ
３にはカード紙、マニラボール紙等の紙材、又はプラスチックシートなどの樹脂を用いる
ことができるが、これらに限定されるものではない。また、ブランクの説明では、図の上
下方向を基準に説明する。
【００６５】
　図１５Ａに示すように、参考例１に係る第１ブランクＢ１’は、前壁パネルＰ１及び前
壁パネルＰ１１の両側縁に、複数のフラップ５が設けられている点で、第一実施形態及び
第二実施形態に係る第１ブランクＢ１と異なる。また、上壁パネルＰ８には、リッド３ａ
の前壁３３となる前壁パネルＰ１１の上縁の中央部に、この縁に沿って細長状の結合穴３
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５が設けられている。また、第一実施形態及び第二実施形態に係る第１ブランクＢ１は、
Ｐ１１－１の上縁に前壁補強パネルＰ１１－１が連なっていたが、参考例１に係る第１ブ
ランクＢ１’は前壁補強パネルＰ１１－１を有さない簡易な構成となっている。図１５Ｂ
に示すように、参考例１に係る第２ブランクＢ２は、第一実施形態及び第二実施形態に係
る第２ブランクＢ２と同様である。
【００６６】
　図１５Ｃに示すように、第３ブランクＢ３は、カバー４の前壁４１となる前壁パネルＰ
１５を有しており、前壁パネルＰ１５の下縁には、カバー４の舌部４５となる舌部パネル
Ｐ１６が連なり、前壁パネルＰ１５の上縁には、カバー４の上壁４１となる上壁パネルＰ
２０が夫々連なっている。舌部パネルＰ１６は、長方形であり、下縁には小舌部４６が設
けられている。また、前壁パネルＰ１５の両側縁には、カバー４の側壁４２の外壁となる
側壁外パネルＰ１７，Ｐ１７、及びカバー４の側壁４２の内壁となる側壁内パネルＰ１８
，Ｐ１８が順次連なっている。側壁内パネルＰ１８，Ｐ１８の上縁には、インナトップフ
ラップＰ１９が連なっており、これらのインナトップフラップＰ１９は上壁パネルＰ２０
に重ね合わされ、接着されることで、上壁４１の補強をなす。
【００６７】
　上述した第１ブランクＢ１’、第２ブランクＢ２、及び第３ブランクＢ３は、図１５Ａ
、図１５Ｂ、図１５Ｃ中破線で示した折り込み線で夫々折り込まれる。その結果、図１１
から図１４に示すようなアウタボックス２１ａとリッド３ａとを含むパッケージ本体２ａ
、及びカバー４が夫々成形される。第１ブランクＢ１’のアウタボックス区域Ｒ１におい
ては、各折り込み線で折り込まれ、インナボトムフラップＰ６が下壁パネルＰ３に重ねら
れ、インナサイドフラップＰ５が側壁パネルＰ２に接着されることで、パッケージ本体２
ａのアウタボックス２１が成形される。そして、アウタボックス区域Ｒ１の前壁パネルＰ
１に対して、第２ブランクＢ２の前面パネルＰ１３が接着されることで、アウタボックス
２１ａ及びインナフレーム２２が一体となったパッケージ本体２ａが成形される。
【００６８】
　一方、第１ブランクＢ１’の蓋区域Ｒ２においては、各折り込み線で折り込まれ、側壁
パネルＰ１２がインナサイドフラップＰ９に接着され、インナトップフラップＰ１０が上
壁パネルＰ８に重ねられることで、リッド３ａが成形される。
【００６９】
　第３ブランクＢ３についても、折り込み線で夫々折り込まれて、インナトップフラップ
Ｐ１９が上壁パネルＰ２０に重ね合わされた上で接着される。側壁内パネルＰ１８の幅は
、側壁外パネルＰ１７の幅よりも短く形成されており、側壁パネルＰ１８を折り返すこと
で、図１３，図１４Ｂに示すような段差４４が形成される。なお、舌部パネルＰ１６は、
前壁パネルＰ１５側に折り返されるのみで、接着はされない。以上により、カバー４が形
成される。
【００７０】
　（開閉動作）
　次に、パッケージ１０３におけるリッド３の開閉動作について説明する。以下に説明す
る動作は、使用者が適宜外力を加えることで行われる。図１６Ａ、図１６Ｂ、図１６Ｃは
、パッケージ１０３の動作を説明する斜視図を示す。図１７Ａ、図１７Ｂ、図１７Ｃは、
パッケージ１０３の動作を説明する断面図を示し、リッド３ａを閉じた状態からカバー４
をスライドした状態を示す。図１７Ｄ、図１７Ｅは、パッケージ１０３の動作を説明する
断面図を示し、カバー４をスライドした後、リッド３ａをカバー４と共に回動した状態を
示す。
【００７１】
　パッケージ１０３は、リッド３ａが閉じられた状態では、カバー４がパッケージ１０３
の前方側を全て覆うように位置する（図１６Ａ、図１７Ａ参照）。パッケージ１０３に収
容されているシガレットを取り出す必要が無い場合（例えば、シガレットを収容するパッ
ケージ１０３を持ち運ぶ際など）は、通常、パッケージ１０３は、図１６Ａ、図１７Ａに
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示す状態である。この状態では、カバー４は、アウタボックス２１ａの前壁２３及びリッ
ド３ａの前壁３３を跨ぎ、アウタボックス２１ａの前壁２３及びリッド３ａの前壁３３の
全面を覆っている。また、この状態では、カバー４の段差４４は、アウタボックス２１に
設けられた複数のフラップ５及びリッド３ａに設けられた複数のフラップ５の全てに係合
している。これにより、リッド３ａの開閉が規制される。
【００７２】
　パッケージ１０３に収容されているシガレットを取り出す場合、カバー４に対して上方
への外力が加えられ、カバー４がパッケージ１０３の前面に沿って上方にスライドする（
図１７Ｂ参照）。カバー４の段差４４とアウタボックス２１に設けられた複数のフラップ
５及びリッド３ａに設けられた複数のフラップ５との係合状態が維持されながら、カバー
４がスライドする。カバー４の段差４４とフラップ５とが係合した状態では、カバー４は
、幅方向及び前後方向の移動が規制され、上下方向の移動のみが許容される。カバー４が
上方にスライドすると、パッケージ１０３の下側のフラップ５から順に係合状態が解除さ
れる。
【００７３】
　更に、カバー４がパッケージ１０３の上方にスライドすると、カバー４の舌部４５の小
舌部４６がリッド３ａの結合穴３５と結合する（図１６Ｂ、図１７Ｃ参照）。具体的には
、カバー４の舌部４５と小舌部４６はアウタボックス２１ａの前壁２３と接しながら上方
へ移動する。小舌部４６は、アウタボックス２１ａの前壁２３の上端縁まで移動すると、
次にインナフレーム２２の前面フレーム２８と接して更に上方へ移動する。ここで、カバ
ー４の舌部４５は、カバー４の前壁４１の内面側に折り返されており、カバー４の舌部４
５には、カバー４の前壁４１と舌部４５との境界（折り目）を軸として、カバー４の前壁
４１から離間する方向（パッケージ本体２ａ側）へ回動しようとする復元力が作用してい
る。一方、インナフレーム２２の前面フレーム２８は、アウタボックス２１ａの前壁２３
の厚さ分だけ後方側（奥側）に位置している。そのため、小舌部４６は、アウタボックス
２１ａの前壁２３の上端縁を過ぎると、インナフレーム２２の前面フレーム２８と接して
移動する。また、リッド３ａの前壁３３もアウタボックス２１ａの前壁２３と同様、イン
ナフレーム２２の前面フレーム２８よりも前方側に位置している。そのため、小舌部４６
は、インナフレーム２２の前面フレーム２８に接しながら更に上方へ移動すると、リッド
３ａの前壁３３の下端縁からリッド３ａ内に侵入する。そして、小舌部４６は、リッド３
ａの前壁３３の内面に沿って更に上方に移動する。舌部４５及び小舌部４６がリッド３ａ
内を上方へ移動する際、舌部４５は、舌部４５の後方側の面をインナフレーム２２の前面
フレーム２８によって支持される。また、パッケージ１０３にシガレットが十分に収容さ
れている場合、舌部４５は、後方側の面を収容されたシガレットによって支持される。そ
のため、舌部４５の回動は、インナフレーム２２の前面フレーム２８やシガレットによっ
て規制され、舌部４５及び小舌部４６はリッド３ａの前壁３３の内面に沿って上方へ移動
する。そして、小舌部４６は、リッド３ａの前壁３３の上端縁に設けられた結合穴３５と
結合する。小舌部４６が結合穴３５と結合すると、舌部４５の開放縁４５１がリッド３ａ
の上壁３２と接し、カバー４の上方への移動が規制される。なお、インナフレーム２２の
前面フレーム２８がアウタボックス２１の前壁２３の厚さ分だけ後方側（奥側）に位置す
る構成など、小舌部４６を結合穴３５へ導く構成は、本発明の誘導部に相当する。
【００７４】
　小舌部４６が結合穴３５と結合すると、リッド３ａの回動が可能となり、リッド３ａを
開放するための外力が加えられると、パッケージ１０３が開放状態となる。具体的には、
カバー４がリッド３ａ側にスライドしたことで、カバー４はリッドのみを覆う状態となる
。換言すると、カバー４の段差４４は、アウタボックス２１ａのフラップ５との係合が全
て解除され、リッド３ａのフラップ５とのみ係合する。そのため、リッド３ａの回動の規
制が解除され、リッド３ａは、第１ヒンジ６を軸として回動自在となる（図１６Ｃ、図１
７Ｄ、図１７Ｅ参照）。リッド３ａが回動する際、カバー４の小舌部４６とリッド３ａの
結合穴３５とが結合しているため、リッド３ａはカバー４と共に回動する。リッド３ａが
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開放されることで、パッケージ１０３に収容されたシガレットの取り出しが可能となる。
リッド３ａの開度は、パッケージ１０３に収容されるシガレットの本数に応じて適宜変更
可能である。なお、参考例１に係るパッケージ１０３は、図１７Ｅに示すように、パッケ
ージ１０３の開放状態において、逆Ｖ字型にすることができる。そのため、パッケージ１
０３を垂直状体から僅かに後方に傾けた状態で平面上（例えば、机上や台上）に置くこと
ができる。また、リッド３ａが開放された状態において、カバー４を下方（リッド３ａの
前壁３３の下端縁方向）へ移動することで、カバー４は、リッド３ａから分離することが
できる。
【００７５】
　リッド３ａを開放状態から閉じた状態にする場合、上述した回動動作と逆の動作が行わ
れる。具体的には、リッド３ａを閉じた状態とするための外力が加えられると、リッド３
ａがカバー４と共に回動して閉じた状態となる。リッド３ａが閉じた状態でカバー４に対
して下方への外力が加えられると、リッド３ａが下方にスライドし、リッド３ａのフラッ
プ５とのみ係合していた段差４４が徐々にアウタボックス２１ａのフラップ５とも係合し
ていく。カバー４の下端縁がアウタボックス２１ａの前壁２３の下端縁と一致する位置ま
でスライドすると、カバー４の上壁４３の内面がリッド３ａの上壁３２と接し、カバー４
の下方へのスライドが規制される。そして、カバー４は、パッケージ１０３の前方側を全
て覆う状態となる。その結果、リッド３ａの開閉が規制される。
【００７６】
　（効果）
　参考例１に係るパッケージ１０３は、カバー４がアウタボックス２１ａとリッド３ａと
を跨いで覆うことで、リッド３ａが閉じた状態においてリッド３ａの回動を規制すること
ができる。そのため、パッケージ１０３のリッド３ａをより確実に閉めることができる。
また、カバー４には、パッケージ本体２ａやリッド３ａに加えて、更に印刷を施すことが
できる。そのため、パッケージ１０３は、従来よりも多くの印刷スペースを確保でき、消
費者へのアピール力を高めることができる。なお、パッケージ本体２ａやカバー４の表面
には、エンボス加工、ニスを厚く盛り凹凸をつける、静電植毛を施す等の加工を施し、ア
ピール力をより高めてもよい。
【００７７】
　＜参考例２＞
　（構成）
　図１８は、参考例２に係るパッケージ１０４において、リッド３が閉じられたパッケー
ジ１０４を正面側の右斜め上方から眺めた状態を示す。上述した実施形態及び参考例と同
様の構成については同一符号を付し、説明は割愛する。
【００７８】
　参考例２に係るパッケージ１０４は、インナフレームを備えておらず、例えば参考例１
に係るパッケージ１０３よりも部品点数が少なく、より簡易な構成となっている。また、
リッド３ｂの前壁３３ａの下端縁は、アウタボックス２１ｂの前壁２３の上端縁の形状と
合致するよう逆Ｕ字状に形成され、リッド３ｂの前壁３３ａは台形状である。また、この
リッド３ｂの前壁３３ａの下端縁の中央には、カバー４ａの舌部４５ａ及び小舌部４６ａ
が通る開口部３６ｂが設けられている。開口部３６ｂは、リッド３ｂの前壁３３ａの下端
縁に沿って設けられ、長方形である。開口部３６ｂの間口（幅方向の長さ）は、小舌部４
６ａがリッド３ｂに設けられた結合穴３５と結合できる位置まで舌部４５ａが通るよう設
計されている。また、リッド３ｂの前壁３３ａの下端縁には、舌部４５ａや小舌部４６ａ
を支える、長方形の支え板３６ａが設けられている。支え板３６ａは、長方形であり、リ
ッド３ｂの前壁３３ａの内面側に折り返されている。この支え板３６ａは、第一実施形態
に係るパッケージ１０１のインナフレーム２２に代わり、カバー４ａがスライドする際、
舌部４５ａ及び小舌部４６ａを内側から支持する。支え板３６ａは、単に折り返すだけで
もよく、両端縁をリッド３ｂの前壁３３ａの内面に接着してもよい。接着することで、支
え板３６ａは、舌部４５ａや小舌部４６ａをより安定的に支持することができる。
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【００７９】
　カバー４ａの舌部４５ａは、凡そホームベース型であり、頂点側（下側縁の反対側）に
小舌部４５ａが設けられ、小舌部４５ａから延びる開放縁４５１ａが斜線となっている。
舌部４５ａの幅は、開口部３６ｂよりも小さく形成されており、小舌部４６ａや舌部４５
ａは、より円滑に開口部３６ｂを通ることができる。
【００８０】
　（ブランク）
　参考例２に係るパッケージ１０４は、アウタボックス２１ｂ及びリッド３ｂを成形する
第１ブランクＢ１’’と、カバー４を成形する第３ブランクＢ３’の各所を折り込み、接
合することで成形されている。図１９Ａは、第１ブランクＢ１’’を示し、図１９Ｂは、
第３ブランクＢ３’を示す。なお、ブランクの説明では、図の上下方向を基準に説明する
。
【００８１】
　図１９Ａに示すように、参考例２に係るブランクでは、第１ブランクＢ１’’において
、前壁パネルＰ１１’が台形状であり、前壁パネルＰ１１’の上縁の中央部に、この縁に
沿って開口部３６ｂが設けられている。また、前壁パネルＰ１１’の上縁には、支え板３
６ａとなる支えパネルＰ１１－１が連なっている。
【００８２】
　また、図１９Ｂに示すように、第３ブランクＢ３’において、凡そホームベース型の舌
部パネルＰ１６’の下端縁に小舌部４６ａが設けられている。
【００８３】
　（開閉動作）
　図２０Ａ、図２０Ｂ、図２０Ｃは、参考例２に係るパッケージ１０４の動作を説明する
断面図を示す。パッケージ１０４は、リッド３ａが閉じられた状態では、カバー４ａがパ
ッケージ１０１の前方側を全て覆うように位置する（図２０Ａ参照）。
【００８４】
　パッケージ１０４に収容されているシガレットを取り出す場合、カバー４に対して上方
への外力が加えられ、カバー４ａがパッケージ１０４の前面に沿って上方にスライドする
（図２０Ｂ参照）。更に、カバー４ａがパッケージ１０４の上方にスライドすると、カバ
ー４ａの舌部４５ａの小舌部４６ａがリッド３ｂの結合穴３５と結合する（図２０Ｃ参照
）。具体的には、カバー４ａの舌部４５ａと小舌部４６ａはアウタボックス２１ｂの前壁
２３と接しながら上方へ移動する。小舌部４６ａは、アウタボックス２１ｂの前壁２３の
上端縁まで移動すると、次に開口部３６ｂを通り、支え板３６ａと接して更に上方へ移動
する。ここで、カバー４ａの舌部４５ａには、参考例１に係る舌部４と同じく、復元力が
作用している。一方、支え板３６ａは、アウタボックス２１ｂの前壁２３の厚さ分だけ後
方側（奥側）に位置している。そのため、小舌部４６ａは、開口部３６ｂを通り、支え板
３６ａに支えられながら移動する。そして、舌部４５ａの回動は、支え板３６ａによって
規制され、舌部４５ａ及び小舌部４６ａはリッド３ａの前壁３３ａの内面に沿って上方へ
移動する。そして、小舌部４６ａは、リッド３ｂの前壁３３ａの上端縁に設けられた結合
穴３５と結合する。小舌部４６ａが結合穴３５と結合すると、舌部４５ａの開放縁４５１
ａがリッド３ａの上壁３２と接し、カバー４ａの上方への移動が規制される。なお、支え
板３６ａや開口部３６ｂなど、小舌部４６を結合穴３５へ導く構成が、本発明の誘導部に
相当する。
【００８５】
　なお、図示は省略するが、小舌部４６ａが結合穴３５と結合すると、リッド３ｂの回動
が可能となり、パッケージ１０４を開放状態とすることが可能となる。リッド３ｂが回動
する際、カバー４ａの小舌部４６ａとリッド３ｂの結合穴３５とが結合しているため、リ
ッド３ｂはカバー４ａと共に回動する。リッド３ｂが開放されることで、パッケージ１０
４に収容されたシガレットの取り出しが可能となる。リッド３ｂの開度は、パッケージ１
０４に収容されるシガレットの本数に応じて適宜変更可能である。また、パッケージ１０
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４も開放状態において、逆Ｖ字型にすることができる。また、リッド３ｂが開放された状
態において、カバー４ａを下方（リッド３ｂの前壁３３ａの下端縁方向）へ移動すること
で、カバー４ａは、パッケージ本体２ｂから分離することができる。
【００８６】
　（効果）
　参考例２に係るパッケージ１０４も、カバー４ａがリッド３ｂとアウタボックス２１ｂ
を跨いで覆うことで、リッド３ｂが閉じた状態においてリッド３ｂの回動を規制すること
ができる。そのため、パッケージ１０４のリッド３ｂをより確実に閉めることができる。
また、カバー４ａには、パッケージ本体２ｂやリッド３ｂに加えて、更に印刷を施すこと
ができる。そのため、パッケージ１０４は、従来よりも多くの印刷スペースを確保するこ
とができ、消費者へのアピール力を高めることができる。
【００８７】
　更に、参考例２に係るパッケージ１０４は、インナフレームを備えておらず、参考例１
に係るパッケージ１０３よりも部品点数を削減することができる。そのため、パッケージ
１０４は、より簡易な構成とすることができる。
【００８８】
　＜第三実施形態＞
　（構成）
　第三実施形態に係るパッケージ１０５は、カバー４ｂとアウタ７ａの双方を備える構成
である。なお、既に説明した実施形態及び参考例と同様の構成については同一符号を付し
、説明は割愛する。
【００８９】
　図２１は、リッド３ａが閉じられたパッケージ１０５を正面側の右斜め上方から眺めた
状態を示す。図２２は、カバー４ｂ及びアウタ７ａが結合されたリッド３ａが開放された
パッケージ１０５を正面側の右斜め上方から眺めた状態を示す。図２３は、カバー４ｂ及
びアウタ７ａがパッケージ１０５から取り外され、リッド３ａが開放されたパッケージ１
０５を正面側の右斜め上方から眺めた状態を示す。なお、アウタ７ａは、パッケージ本体
２ａやカバー４ｂと同素材、例えば紙材、又はプラスチックシートによって構成すること
ができるが、これには限定されない。
【００９０】
　パッケージ本体２ａは、アウタボックス２１ａと、リッド３ａとを含み、パッケージ１
０５は、パッケージ本体２ａの前方側にカバー４ｂを備えている。カバー４ｂは、リッド
３ａが閉じた状態において、アウタボックス２１ａの前壁２３及びリッド３ａの前壁３３
の全面を覆う。なお、カバー４ｂの構成は基本的には第一実施形態と同様であるが、第三
実施形態では、小舌部４６ｂが碇状であり、小舌部４６ｂが結合穴３５に結合されると、
結合状態が解除されにくいよう構成されている。インナフレーム２２は、パッケージ１０
１を構成する上で必須の部材ではない。すなわち、インナフレーム２２を省略し、パッケ
ージ１０５は、より簡易な構成としてもよい。
【００９１】
　第三実施形態に係るパッケージ１０５は、パッケージ本体２ａの後方側に更にアウタ７
ａを備えている。アウタ７ａは、アウタボックス２１ａの後壁２４及びリッド３ａの後壁
３１の全面を覆う。
【００９２】
　（ブランク）
　第三実施形態において、パッケージ１０５は、アウタボックス２１ａ及びリッド３ａを
成形する第１ブランクＢ１’’と、インナフレーム２２を成形する第２ブランクＢ２と、
カバー４ｂを成形する第３ブランクＢ３’’と、アウタ７ａを成形する第４ブランクＢ４
’の各所を折り込み、接合することで成形することができる。図２４Ａは、第１ブランク
Ｂ１’’を示し、図２４Ｂは、第２ブランクＢ２を示し、図２４Ｃは、第３ブランクＢ３
’’を示し、図２４Ｄは、第４ブランクＢ４’を示す。第１ブランクＢ１’’、第２ブラ
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ンクＢ２、第３ブランクＢ３’’、第４ブランクＢ４’にはカード紙、マニラボール紙等
の紙材、又はプラスチックシートなどの樹脂を用いることができる。第１ブランクＢ１’
’は、参考例２と同様である。第２ブランクＢ２は、第一実施形態と同様である。第３ブ
ランクＢ３’’は、舌部パネルＰ１６’に、碇状の小舌部４６ｂが設けられている以外は
、参考例２と同様である。また、第４ブランクＢ４’は、第二実施形態と同様である。
【００９３】
　（開閉動作）
　次に、第三実施形態に係るパッケージ１０５のリッド３ａの開閉動作について説明する
。図２５Ａ、図２５Ｂ、図２５Ｃ、図２５Ｄは、第三実施形態に係るヒンジリッドパッケ
ージの動作を説明する断面図を示す。なお、カバー４ｂの動作は、基本的に参考例１と同
様であり、アウタ７ａの動作は基本的に第二実施形態と同様である。
【００９４】
　パッケージ１０５は、リッド３ａが閉じられた状態では、カバー４ｂがパッケージ１０
５の前方側を全て覆い、アウタ７ａがパッケージ１０５の後方側を覆う（図２５Ａ参照）
。パッケージ１０５に収容されているシガレットを取り出す必要が無い場合は、通常、パ
ッケージ１０５は、図２５Ａに示す状態である。この状態では、カバー４ｂは、アウタボ
ックス２１ａの前壁２３及びリッド３ａの前壁３３を跨ぎ、アウタボックス２１ａの前壁
２３及びリッド３ａの前壁３３の全面を覆っている。また、この状態では、カバー４ｂの
段差４４は、アウタボックス２１ａに設けられた複数のフラップ５及びリッド３ａに設け
られた複数のフラップ５の全てに係合している。これにより、リッド３の開閉が規制され
る。更に、第三実施形態では、アウタ７ａがパッケージ１０５の後方側を覆い、アウタ７
ａの一組の側壁７３，７３、上壁７２、下壁７１でパッケージ本体２ａの周囲が覆われて
いる。特に、アウタ７ａの上壁７２と下壁７１ａによって、リッド３ａを開く際に必要と
なる上下方向の動きが規制されている。従って、第三実施形態に係るパッケージ１０５で
は、リッド３ａの開閉がより強固に規制される。
【００９５】
　パッケージ１０５に収容されているシガレットを取り出す場合、カバー４ｂに対して上
方への外力が加えられ、カバー４ｂがパッケージ１０５の前面に沿って上方にスライドす
る（図２５Ｂ参照）。更に、カバー４ｂがパッケージ１０５の上方にスライドすると、リ
ッド３ａの舌部４５の小舌部４６ｂがリッド３ｂの結合穴３５と結合する。小舌部４６ｂ
が結合穴３５と結合すると、舌部４５の開放縁４５１がリッド３の上壁３２と接し、カバ
ー４ｂの上方への移動が規制される。そして、カバー４ｂはリッド３ａの前壁３３のみを
覆う状態となる。カバー４の段差４４は、アウタボックス２１ａのフラップ５との係合が
全て解除され、リッド３ａのフラップ５とのみ係合する。そのため、カバー４ｂによる、
リッド３ａの回動の規制が解除される。参考例１に係るパッケージ１０３では、カバー４
によるリッド３ａの回動の規制が解除されると、リッド３ａは第１ヒンジ６を軸として回
動自在となった（図１６Ｃ、図１７Ｄ、図１７Ｅ参照）。これに対し、第三実施形態に係
るパッケージ１０５は、アウタ７ａによってもリッド３ａの回動が規制されている。
【００９６】
　第三実施形態に係るパッケージ１０５では、パッケージ本体２ａに対して前方（図２５
Ａでは、上方）への外力が加えられることで、アウタ７ａによるリッド３ａの回動の規制
が解除される（図２５Ｃ参照）。具体的には、パッケージ本体２ａに対して前方への外力
が加えられると、パッケージ本体２ａが前方に徐々に移動し、アウタ７ａの上壁７２及び
下壁７１ａによるパッケージ本体２ａの上下方向の移動を規制する力が徐々に弱まる（図
２５Ｂ参照）。そして、パッケージ本体２ａの前方へ加えられる外力が、アウタ７ａの上
壁７２及び下壁７１ａによるパッケージ本体２ａの上下方向の移動を規制する力を上回る
と、リッド３ａが第１ヒンジ６を軸として回動する（図２５Ｃ参照）。ここで、リッド３
ａの上壁３２の前方側がアウタ７ａの上壁７２の前方側の領域７２２と接着されているが
、リッド３ａの上壁３２の後方側は接着されていない。そのため、リッド３ａが第１ヒン
ジ６を軸として回動すると、前方側の領域７２２と後方側の領域７２１との境界に存在す
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る第２ヒンジ６１を軸としてリッド３ａの回動が許容される。また、アウタボックス２１
ａの下壁２６の前方側、かつ小フラップ７１３の内側の領域がアウタ７ａの下壁７１ａの
前方側の領域７１２ａと接着されているが、小フラップ７１３の外側の領域及びアウタボ
ックス２１ａの下壁２６の後方側は接着されていない。そのため、アウタ７の下壁７１ａ
が弾性変形する。具体的には、リッド３ａが第１ヒンジ６を軸として回動すると、前方側
の領域７１２ａと後方側の領域７１１ａとの境界がヒンジとして機能するとともに、小フ
ラップ７１３の外側に位置する、アウタ７ａの下壁７１ａの前方側の領域７１２ａと後方
側の領域７１１ａとの接続部分が撓み、アウタ７ａの下壁７１ａが弾性変形する。これに
より、前方側の領域７１２と後方側の領域７１１との境界を単に直線状の折り目とし、前
方側の領域７１２の内面の全てをアウタボックス２１の下壁２６の前方側に接着する場合
と比較して、パッケージ本体２ａの上方側への移動量を増やすことができる（図２５Ｄ参
照）。その結果、リッド３ａの開度を増すことができる。
【００９７】
　（効果）
　第三実施形態に係るパッケージ１０５は、カバー４ｂがアウタボックス２１ａとリッド
３ａとを跨いで覆うことで、リッド３ａが閉じた状態においてリッド３ａの回動を規制す
ることができる。また、アウタ７ａによってもリッド３ａの回動を規制することができる
ため、より強くリッド３ａの回動を規制することができる。そのため、パッケージ１０５
のリッド３ａをより確実に閉めることができる。また、カバー４ｂには、パッケージ本体
２ａやリッド３ａに加えて、更に印刷を施すことができる。そのため、パッケージ１０５
は、従来よりも多くの印刷スペースを確保することができ、消費者へのアピール力を高め
ることができる。更に、カバー４ｂのみを備える構成と異なり、パッケージ１０５の外面
が均一になり、外面の段差を無くすことができる。その結果、パッケージ１０５を衣服の
ポケット等に収容した場合の引っ掛かりを抑制することができる。
【００９８】
　＜変形例＞
　なお、上述した実施形態及び参考例に係るパッケージ１０１，１０２，１０３，１０４
，１０５は、適宜組み合わせることができ、また、種々の変形を加えることができる。例
えば、パッケージ１０３，１０４，１０５における複数のフラップ５は、全て同じ大きさ
、かつ、等間隔に配置されている。しかしながら、フラップ５は、大きさに変化を持たせ
たり、間隔に変化をつけるようにしてもよい。例えば、アウタボックス２１ａのフラップ
５の形状又は間隔と、リッド３ａのフラップ５の形状又は間隔を異なるようにしてもよい
。これにより、カバー４をスライドする際の振動が変化する。この振動の変化が使用者の
手指に伝達されることで、使用者は、例えば、カバー４がリッド３ａ側にスライドし、リ
ッド３ａの開閉が可能になったことを、目視せずに認識することができる。
【００９９】
　また、複数のフラップ５に代えて、複数のフラップを連結して一続きとしたレールを用
いてもよい。この場合、パッケージは紙製としてもよいが、樹脂製とすることで、パッケ
ージをより容易に成形することができる。
【０１００】
　また、複数のフラップ５は、パッケージ本体２ａの後方側の両側縁に設けるようにして
もよい。この場合、カバー４は、上壁４３に変えて下壁を備える構成とすればよい。この
場合、カバー４の上壁４３、舌部４５、リッド３の結合穴３５が不要となり、例えば、パ
ッケージ１０３はより簡易な構成となる。この場合、カバー４を下方にスライドさせるこ
とで、リッド３ａの開閉が可能となる。
【０１０１】
　また、カバー４は、前壁４１と側壁４２とによって構成してもよい。この場合にも、カ
バー４の上壁４３、舌部４５、リッド３の結合穴３５が不要となり、例えば、パッケージ
１０３はより簡易な構成となる。この場合、カバー４は、上方又は下方の何れか一方にス
ライドさせることで、リッド３ａの開閉が可能となる。
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　また、カバー４は、アウタボックス２１とリッド３ａとを跨いで覆っていればよく、リ
ッド３ａの前壁３３の一部とアウタボックス２１ａの前壁２３の一部を覆うものでもよい
。
【０１０３】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明に係るヒンジリッドパッケージは
、可能な限り各実施例を組み合わせて実施することができる。また、本実施形態では、ヒ
ンジリッドパッケージに収容する被収容物の好適な適用例として、フィルタシガレットや
両切シガレット等のたばこ商品を挙げたが、これには限定されず、たばこ商品以外の物品
をパッケージに収容してもよい。
【符号の説明】
【０１０４】
１０１，１０２，１０３，１０４，１０５・・・ヒンジリッドパッケージ
２，２ａ・・・パッケージ本体
３，３ａ・・・リッド
４，４ａ，４ｂ・・・カバー
５・・・フラップ
６・・・第１ヒンジ
７，７ａ・・・アウタ
２１ａ・・・アウタボックス
２２・・・インナフレーム

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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